
 

事業計画（福島県新地町） 

 

１．海岸対策 

①海岸の状況 

町内の地区海岸数        ７地区海岸 

被災した地区海岸数       ６地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ４地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数   ６地区海岸 

 

②堤防高 

平成 23年 10月８日に堤防高を公表※。 

新地海岸・相馬海岸① ：T.P. 7.2m（対象：高潮） 

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理

の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成 23年 12月までに策定済み。 

これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調

整等を進めながら今後決定する。 

本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、

計画的に復旧を進め概ね５年での完了を目指す。 

 

④平成 25年度における成果 

 ・全ての地区海岸において、本復旧工事に着工※した。 

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑤平成 26年度の成果目標 

 ・全ての地区海岸において工事の進捗を図り、平成 27年度完了※を目指す。 

※ 工事完了とは、復旧工事の引き渡し等をもっていう。 

 

⑥その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



 

２．河川対策 

【県・市町村管理区間】 

①２級水系三滝川水系など※１の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、16箇所

※２で災害復旧事業を実施中。 

本復旧については、平成 25年度内に、すべての箇所に着手した。 

なお、新地町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

 

②平成 26年度に、新たに 12箇所で本復旧に着手した。（累計 16箇所）。 

平成 26年度内に 16箇所で本復旧完了予定。 

海岸堤防の整備計画及び町が策定する復興計画等と整合を図りながら逐次整備し、

概ね５年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一体となっ

て実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実施。） 

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。 

 

③平成 24年度までの成果 

・全箇所（16箇所）で災害査定を完了 

・４箇所で本復旧に着手 

・４箇所で本復旧を完了 

 

④平成 25年度における成果 

・新たに、12箇所で本復旧に着手（累計 16箇所）。 

・本復旧の完了は、以下の通り 

  平成 25年度末まで  ：４箇所 

 

⑤平成 26年度の成果目標 

   ・全ての河川において、工事の進捗を図り、平成 27年度完了を目指す。 

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

 

  



 

３．農地・農業用施設 

①被災状況 

津波により 420haの農地及び排水機場等の基幹的農業用施設に甚大な被害 

 

②施設の復旧 

○応急復旧状況  

基幹的排水施設である埒浜、中浜田、駒ヶ嶺等６排水機場について実施済み。 

○本格的な復旧 

復興計画を踏まえ、概ね６年以内の完了を目指す。 

平成 25年度内に、今泉排水機場や藤崎排水機場等について復旧完了。 

埓浜排水機場ほか３排水機場について工事実施中。 

 

③農地の復旧 

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。 

○平成 24年度から営農が可能な農地 約 66ha 

○平成 25年度から営農が可能な農地 約 170ha 

○平成 26年度から営農が可能な農地 約 11ha 

○平成 27年度の営農再開を目指す農地 約 25ha 

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、

面積は変わり得るもの。 

 

④区画整理等検討状況 

作田前地区において、事業計画作成及び土地改良法手続きを終え、事業に着手し

たところ。駒ヶ嶺地区において、用排水路等の整備に向け実施計画を進めていると

ころ。 

  



 

４．漁港 

①被害状況 

漁港数：１漁港 

被災漁港数：１漁港 

 

②スケジュール 

新地町内の釣師浜漁港において、平成 25年度末時点で、すべての岸壁の使用が可

能となっている。 

今後、平成 26年度までに、その他の漁港施設の復旧完了を目指す。 

 

  



 

５．復興まちづくり 

（１）学校施設等 

①幼稚園・小中高等学校等 

（ⅰ）公立学校 

＜新地町立学校＞ 

災害復旧にかかる国庫補助に申請予定の東日本大震災により被災した町立小 

学校３校、町立中学校１校について(比較的軽微な被害)、以下のとおり。 

○(財)ふくしま市町村建設支援機構へ設計委託。 

○工事については、平成 24年３月から事業着手、平成 24年８月 24日に復旧完

了した。 

＜県立学校＞ 

新地町に所在する県立学校で、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災

害復旧に係る国庫補助を申請した１校について、以下のとおり復旧完了した。 

比較的軽微な被害に留まる新地高校については、平成 23年 12月まで復旧完了。 

 

②公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む） 

＜新地町立社会教育施設＞ 

比較的軽微な被害を受けた町図書館、町柔剣道場、町民プール、新地公民館、

駒ヶ嶺公民館については、平成 23 年 12 月から事業着手した。社会教育施設（新

地公民館・駒ヶ嶺公民館）については平成 24年５月末、社会体育施設（町柔剣道

場・町民プール）については平成 24年７月末に復旧完了した。 

  



 

６．災害廃棄物の処理 

①推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等

により膨大な量の災害廃棄物等約 150 千トン（災害廃棄物が約 126 千トン、津波堆

積物が約 24千トン）発生。 

 

②搬入状況について 

現在住民が居住している周辺の災害廃棄物については、平成 23 年８月までに仮

置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃

棄物を含む）、津波堆積物についても、平成 25 年２月末までに仮置場へ概ね搬入し

た。 

  

③処理状況と処理完了目標について 

平成 26 年３月末現在、災害廃棄物等約 150 千トン(推計量の 99.3％)の処理を実

施した（災害廃棄物約 125 千トン（推計量の 99.7％）、津波堆積物約 24 千トン(推

計量の 100％）)。 

中間処理・最終処分については、平成 26年３月末で概ね処理完了。なお、コンク

リートくずほか再生利用可能なものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再

生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定する。 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．河川対策

３．農地・農業用施設

（注）大区画化等の工事を行う農地について、整備の完了はH28以降となる場合がある。

本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したものであり、復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら進めていく必要がある。

ヘドロ等が厚く広範囲に堆積し
用排水路等の損傷も著しい農地
や　地盤沈下により一旦水没し
耕土の損傷が著しい農地

Ｈ２９
以降

基幹的農業用施設
（埒浜排水機場等）

ヘドロ等が薄く又は部分的に堆
積している農地

ヘドロ等が厚く又は広範囲
に堆積し、畦畔等も損傷し
ている農地

（県・市町村管理河川）

（※）警戒体制を強化

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

復興施策の工程表（福島県新地町）

本復旧

（町策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着手）

がれき

の撤去、

応急復旧

がれきの撤去

営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）がれきの撤去

がれきの撤去
営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等 営農

再開

営農

再開

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保等

土砂撤去、除塩、営農再開に必要な生産基盤の全面的な復旧等

営農

再開

施工準備

（堤防設計等）
応急対策 本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね５年での完了を目指す。）

施工準備
（堤防設計等）

本復旧

出水期 出水期

（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等

を踏まえ、整備を逐次完了し、概ね５年を目処に全箇所復旧完了予定。）

出水期 出水期

本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね５年での完了を目指す。）

出水期



４．漁港・漁場・養殖施設・大型定置網
（１）漁港

５．復興まちづくり
（１）学校施設等
　○幼稚園・小中高等学校等
　＜町立学校＞

　＜県立学校＞

　○公立社会教育施設
　＜市立社会教育施設＞

　＜県立社会教育施設＞

６．災害廃棄物の処理

災害廃棄物の仮
置場への移動

中間処理・最終
処分

（県管理区間）

比較的軽微な被害
に留まる学校の復
旧

比較的軽微な被害
に留まる学校の復
旧

比較的軽微な被害
に留まる社会教育
施設の復旧

比較的軽微な被害
に留まる社会教育
施設の復旧

すべての漁港施設の

復旧の完了を目指す

すべての岸壁の

使用が可能
潮位によっては、岸壁の使用が可能

23年7月にが

れき撤去完了

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（その他の災害廃棄物等）

（木くず、コンクリートくずの再生利用）（中間処理・最終処分）

校舎等の

復旧完了

校舎等の復旧

公民館施

設の

復旧完了

体育施設の

復旧完了


